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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社グループは，競争力のある電気事業をコアに総合エネルギー事業を展開し，北陸地域との共存共栄のもと，お客さまをはじめ皆さまから「信
頼され選択される企業」を目指しております。

　上記企業像の実現を目指し，業務品質向上への継続的な取り組みのもと社会的信頼を高め，持続的に成長・進化していくため，取締役会及び
監査役会を中心とする内部統制システムを整備するとともに，情報開示やＩＲ活動等による透明性向上に努めております。

　これらは，「業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議」及び東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」を
踏まえたものであり，今後とも取り組みを継続し，コーポレート・ガバナンスの実効性確保に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は，コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】政策保有株式

　当社は，発行会社との事業上の関係等を総合的に勘案し，中長期的視点で当社企業価値の向上に資すると判断した株式を保有しております。

　なお，毎年，個別の銘柄の保有目的，保有に伴う便益とリスク等について取締役会にて検証のうえ，保有が適当と判断した銘柄を継続保有し，
その他の銘柄については売却を検討することとしております。

　また，議決権行使については，その議案が当社の保有方針に適合するかどうか等の観点から，総合的に行使の判断を行っております。

【原則１－７】関連当事者間の取引

　当社は，役員との自己取引，利益相反取引及び競業取引について，取締役会での承認・報告を要することを取締役会に関する社内規則に定め
ております。加えて，主要株主等の関連当事者との取引についても，社内規則等に則り，適宜取締役会に付議・報告することとしております。

　また，関連当事者との取引は，法令基準に基づき，重要な取引を確認のうえ，該当があれば，計算書類及び有価証券報告書にて開示しておりま
す。

【補充原則２－４①】中核人材の登用等における多様性の確保

　多様な人材が，互いを尊重しながら，各々の能力・強みを存分に発揮し，健康でいきいきと働けることが，持続的な企業価値の向上に繋がるとの
考えのもと，DEI（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン）推進および働く環境の整備に取り組んでいます。詳細は，本報告書の「Ⅲ．３．ス
テークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況　－その他」に記載しております。

【原則２－６】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

　当社では，年金資産の運用に関して，財務機能を有する経理部が担当し，経理部を担務する役員を長とする年金運用委員会において，年金資
産の運用の適正化を図っております。

【原則３－１】情報開示の充実

（１）経営理念・戦略，経営計画

　当社は，「Power＆Intelligenceでゆたかな活力あふれる北陸を」のグループ理念のもと，「北陸電力グループ2030長期ビジョン」，「北陸電力グ
ループ新中期経営計画＜2023～2027年度＞」，「北陸電力グループ新中期経営計画＜2023～2027年度＞における財務目標等」，「北陸電力グ
ループ新中期経営計画【2026年度アクションプラン】」および「2050年の北陸電力グループの将来像およびカーボンニュートラル達成に向けたロー
ドマップ」を策定し，当社ホームページ等で公表しております。

　 「グループ理念」https://www.rikuden.co.jp/company/rinen.html

　 「北陸電力グループ2030長期ビジョン」 「北陸電力グループ新中期経営計画＜2023～2027年度＞」「北陸電力グループ新中期経営計画 【2026

年度アクションプラン】」「2050年の北陸電力グループの将来像およびカーボンニュートラル達成に向けたロードマップ」https://www.rikuden.co.jp/h
oshin/index.html

（２）ガバナンスに関する基本的な考え方

　本報告書の「Ⅰ.1.基本的な考え方」に記載しております。

（３）役員報酬の決定方針・手続き

　当社は，取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針（以下，方針といいます。）を定めており，その概要は以下のとおりであ
ります。

　取締役の報酬は，企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし，個々の取締役の報酬の決定に際して
は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には，取締役（社外取締役を除く）の報酬は，月例の基本報酬，業績
連動報酬，毎年一定の時期に支給する賞与および株式報酬により構成し，社外取締役の報酬は，その職務に鑑み月例の基本報酬のみとしてお



ります。

　取締役の月例の基本報酬の額は，役位に応じて，他社水準および当社の経営環境や業績等を考慮し，総合的に勘案して決定しております。取
締役（社外取締役を除く）の業績連動報酬の額は，当社の中期経営計画の目標である連結経常利益および個人業績に基づき総合的に決定して
おります。取締役（社外取締役を除く）の賞与の額は，各事業年度の業績等を勘案し，支給の都度，株主総会の決議を得た後，役位に応じて決定
することとしております。取締役（社外取締役を除く）の株式報酬は，譲渡制限付株式報酬とし，役位ごとに総報酬の１割程度を目安に設定してお
り，付与株数は年度によらず一定としております。

　取締役の個人別の基本報酬，業績連動報酬の額および株式報酬は，３名以上の社外取締役と代表取締役会長，代表取締役社長により構成さ
れる指名・報酬委員会で審議を行ったうえで，取締役会の一任を受けた代表取締役会長および代表取締役社長が，当該審議の内容を踏まえ決
定しております。取締役の個人別の賞与の額は，支給の都度，指名・報酬委員会で審議を行ったうえで，株主総会の決議を得た後，取締役会の
一任を受けた代表取締役会長および代表取締役社長が，決定することとしております。

　取締役の報酬額については，2006年６月29日開催の第82回定時株主総会において，月額4,200万円以内とすることを決議しております。（当該
総会終結時の取締役の員数は11名）

　また，取締役の株式報酬については，2024年６月26日開催の第100回定時株主総会において，年間80,000株以内，年額5,000万円（月額換算416
万円）以内とすることを決議しております。（当該総会終結時の取締役（社外取締役を除く）の員数は４名）

　当社においては，取締役会の一任を受けた代表取締役会長および代表取締役社長が取締役の個人別の報酬の具体的内容を決定しておりま
す。

　その権限の内容は，取締役の個人別の基本報酬，業績連動報酬，賞与の額および株式報酬の決定であり，この権限を委任した理由は，役位に
応じた額および株数を決定するには，各取締役の役位に求められる職責とその実績を十分に把握している代表取締役会長および代表取締役社
長が最も適しているからであります。

　当該権限が適切に行使されるよう，指名・報酬委員会で方針を踏まえて審議を行ったうえで，取締役会の一任を受けた代表取締役会長および代
表取締役社長が当該審議の内容を踏まえ決定することを取締役会において決議しております。

　監査役の報酬は，その職務に鑑み月例の基本報酬のみとしております。

　監査役の基本報酬は，監査役の協議により決定しております。

　監査役の報酬額については，2006年６月29日開催の第82回定時株主総会において，月額800万円以内とすることを決議しております。（当該総
会終結時の監査役の員数は５名）

　

（４）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名の方針と手続き

　経営陣幹部，取締役・監査役候補については，業務経歴を踏まえ，人格・識見・能力に優れた人物を指名しております。

　また，社外取締役・監査役については，幅広い知識・経験を有し，人格・識見共に優れており，その豊富な経験や識見を活かして，当社経営に関
し客観的立場から監視・指導・助言いただける人物を指名しております。

　経営陣幹部の職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合は，解任することとしております。

　取締役・監査役候補については，指名・報酬委員会等において充分に審議を行い，取締役会において決定することとしております。

（５）個々の選解任・指名の理由

　取締役・監査役候補の選任・指名については，「株主総会招集ご通知」に個々の選任理由を記載しております。

【補充原則３－１③】サステナビリティへの取り組み等

＜サステナビリティへの取組み＞

　当社グループは，2050年カーボンニュートラルや持続可能なスマート社会の実現に向けて取り組んでおり，ＥＳＧ（環境/社会/ガバナンス）に対す
る取組みについて，「統合報告書」，「有価証券報告書」，当社ホームページ等で公表しております。

　なお，統合報告書の編集にあたっては，「国際統合報告フレームワーク／価値報告財団（VRF，旧IIRC）」，「価値協創のための統合的開示・対話
ガイダンス／経済産業省」，「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）による提言」，「自然関連財務情報開示タスクフォース（ＴＮＦＤ）による
提言」を参考にしております。

　「統合報告書」https://www.rikuden.co.jp/csr/integratedreport.html

＜人的資本・知的財産への投資＞

　当社グループは，「人材」こそが企業価値を高める原動力であり，かけがえのない資本であると考え，北陸電力グループ理念である“Power & Int

elligenceでゆたかな活力あふれる北陸を”の実現に向けて，変化の激しい経営環境においても北陸地域とともに持続的に成長していくため，人的
資本に対する投資を積極的に進めており，その取組みについて，統合報告書で公表しております。

　また，当社グループは，人権の尊重を事業活動の根幹と位置付けており，「北陸電力グループ人権方針」に基づき，人権デュー・ディリジェンスを
はじめとする人権尊重の取組みを実践しております。今後とも皆さまから「信頼され選択される北陸電力グループ」であり続けるため，「北陸電力グ
ループ人権方針」のもと事業活動を推進してまいります。

「統合報告書」https://www.rikuden.co.jp/csr/integratedreport.html

「北陸電力グループ人権方針」https://www.rikuden.co.jp/syokuba/attach/jinkensengen.pdf

　知的財産への投資については，「北陸電力グループ新中期経営計画＜2023～2027年度＞」の実現に向けた技術開発を推進し，国内76件・海外
５件の特許，国内89件の商標および国内意匠１件の知的財産権を保有しております。また，従来より，長期的視点に立ち技術的な経営課題の解
決や次世代新技術の開発・地域の課題解決など，企業価値の向上に資する研究に取り組んでおります。

＜TCFD提言への対応＞

　当社は，社会的に責任のあるエネルギー事業者として，ＥＳＧの観点で経営を展開しており，2019年５月にＴＣＦＤ提言に賛同し，「ガバナンス」
「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の４項目について，統合報告書および有価証券報告書で開示しております。「戦略」では，シナリオ分析を行い，
その結果に基づき気候関連リスク・機会を整理しております。今後も，ＴＣＦＤ提言に沿った開示内容の充実を図るとともに，気候変動が当社事業
にもたらすリスク・機会に適切に対応し，社会の持続的な発展に貢献してまいります。

＜ＴＮFD提言への対応＞

　当社は，自然環境の保全はサステナブルな企業活動を行ううえで重要と考えており，2024年９月からＴNＦＤ提言に沿った情報を統合報告書で開
示しております。事業活動による自然環境への依存とインパクト，リスクと機会を把握するとともに，環境に配慮した取組みを推進しています。今後
も，ＴNＦＤ提言に沿った開示内容の充実と，自然環境への影響を考慮した事業活動に努めてまいります。

【補充原則４－１①】取締役会から経営陣への委任範囲

　取締役会は，法令及び定款に定められた事項，経営上重要な事項等（株主総会付議事項，予算及び決算，重要な事業計画等）について決定し
ており，代表取締役は，取締役会が決定した方針・計画等に基づき，業務を執行しております。

【原則４－９】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

　当社は，社外取締役及び社外監査役の独立性について，以下に該当する場合に独立性があると判断しております。



　　・東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしていること

　　・豊富な経験や識見に基づき，当社経営に関し客観的な立場から監視・指導・助言をいただける方であること　

【原則４－１０①】任意の仕組みの活用（指名・報酬委員会の設置）

　当社は過半数を独立社外取締役が占める指名・報酬委員会を設置しております。この委員会において，個々の業務実績も踏まえた取締役の選
解任および報酬等の方針を審議しております。また，各独立社外取締役は，その豊富な経験や識見を活かして，客観的な立場から指導・助言を
行っております。

　なお，取締役の報酬については，『取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針』に基づき決定し，取締役候補者については，
計画的に必要な業務を経験させるとともに，能力等を勘案し取締役会にて選任しております。

【補充原則４－１１①】取締役会全体としてのバランス，規模等に関する考え方

　定款に定められた取締役の員数15名以内において，専門分野や経歴の異なる業務執行取締役と独立した複数の社外取締役の選任により，多
様性と適正規模を確保しつつ，取締役会全体として知識・経験・能力をバランスよく備えた構成となるよう努めております。

　なお，現在，独立社外取締役のうち３名は，他社での経営経験を有する者となっております。

　取締役のスキル・マトリクスについては，「株主総会招集ご通知」に記載しております。

【補充原則４－１１②】取締役・監査役の他社兼任状況

　取締役・監査役の兼職状況については，毎年，「株主総会招集ご通知」に記載しております。

【補充原則４－１１③】取締役会全体の実効性に係る分析・評価

　当社は，取締役会決議を必要とする事項について，常務会での事前審議，社外取締役への事前説明を充分に行ったうえで，取締役会に付議し
ております。また，当社は，取締役会の運営等に関し評価を行ったうえで，年度毎に取締役会に報告するとともに，必要に応じて付議・報告基準の
改正等，取締役会運営の見直しを行っております。

　さらに，社外役員と取締役会運営に係る意見交換を実施する等，取締役会の実効性充実に向けた取り組みを行っております。

　以上により，取締役会の実効性は充分確保されていると考えております。

　

【補充原則４－１４②】取締役及び監査役のトレーニング方針

　当社は，取締役及び監査役がその役割・責務を適切に果たしていくうえで必要な知識・情報を取得，更新することができるよう，社内関係部門か
らの情報提供，勉強会や研修会の開催等の施策を実施しております。

【原則５－１】株主との建設的な対話に関する方針

　当社は，株主・投資家との建設的な対話を推進しております。

(1)ＩＲに関する体制

　当社では，経理担当役員のもと，経理部及び総務・コンプライアンス推進部が社内各所と密接に連携を図り，適時適切な情報発信を実施してお
ります。

(2)対話方法

　年２回，社長以下の経営陣幹部によるＩＲ説明会を開催するほか，株主訪問による株主との対話，ホームページのＩＲ専用ページにおける積極的
情報提供を実施しております。

(3)経営陣へのフィードバック

　対話活動の結果は必要に応じて経営陣に報告し，適切に対応しております。

(4)インサイダー情報の管理

　社内規程「インサイダー取引防止および会社情報の開示規程」により重要事実等の管理及び開示に係る体制を定めており，株主及び投資家と
の対話にあたっても適切に対応しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2026年6月26日

該当項目に関する説明

　当社は，「北陸電力グループ新中期経営計画＜2023～2027年度＞」を策定し，当社ホームページ等で公表し，「安定供給確保と収支改善および
財務基盤強化」「地域一体となった脱炭素化の推進」「持続的成長に向けた新事業領域の拡大」を経営の３本柱とし，徹底した効率化の追求と事
業領域の拡大に取り組んでおります。

　また2023年10月には「北陸電力グループ新中期経営計画＜2023～2027年度＞における財務目標等」において，「連結経常利益450億円以上」
「（2027年度末）連結自己資本比率20％以上」「連結自己資本利益率（ＲＯＥ）８％以上」を財務目標として策定・公表し，2025年10月には財務目標
を「連結経常利益550億円以上［3か年（2025～2027年度）累計：1,800億円以上］」「（2027年度末）連結自己資本比率25％以上」「連結自己資本利
益率（ＲＯＥ）８％以上」へ上方修正しております。

　電気事業については，燃料価格高騰時の構造的な収支悪化リスクを是正するため，2023年度に料金改定を実施したことに加え，既存資産の収
益性向上を図るため，需給収支最大化に向けた取組みの推進や，志賀原子力発電所２号機の再稼働に向けて新規制基準への適合性確認審査
に的確に対応してまいります。また，成長事業については，リスクを適切に評価し，その事業性や成長性を見極めた上で投資を行ってまいります。

　これらにより，利益拡大および自己資本の拡充を目指しつつ，資本効率を意識した経営を行うことで，企業としての成長を図ってまいります。

　最新の取組み状況等は「会社説明会資料（2026年４月30日開催）」に記載しております。なお，本対応については，取締役会で適宜議論しつつ，
アップデートしてまいります。

「北陸電力グループ新中期経営計画＜2023～2027年度＞」https://www.rikuden.co.jp/hoshin/index.html

「統合報告書」https://www.rikuden.co.jp/csr/integratedreport.html



「統合報告書(英文)」https://www.rikuden.co.jp/eng_ir/ir_library.html

「会社説明会資料（2026年４月30日開催）」https://www.rikuden.co.jp/library/index.html



２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 25,051,800 11.99

富山県 11,270,389 5.39

北陸電力従業員持株会 7,978,096 3.82

株式会社北陸銀行 7,700,079 3.69

ＱＲ２号ファンド投資事業有限責任組合

無限責任組合員株式会社ＱＲインベストメント
6,100,000 2.92

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 4,897,025 2.34

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
3,769,248 1.80

日本生命保険相互会社 3,555,149 1.70

株式会社富山第一銀行 2,740,520 1.31

みずほ信託銀行株式会社（退職給付信託　北陸銀行口） 2,665,800 1.28

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

株主の状況については，定期的に取締役会において確認しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 電気・ガス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――



５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

(1)グループ経営に関する考え方及び方針

　当社は，北陸電力グループの企業価値向上と繁栄を目指し，グループ各社と経営に関する方針・戦略を共有してグループ経営を行っておりま
す。

　グループ管理体制における当社グループ会社の取扱いについて，当社では，当社とグループ会社とが相互に緊密な連携のもとに経営を円滑に
遂行し，総合的に事業の成長と発展を図るためにグループ会社運営規程を定め，グループ会社を出資割合等に応じて類型区分し，その区分に応
じた運営を実施しております。なお，当社は，北陸電気工事株式会社（以下「北陸電工」といいます。）が上場会社であることに鑑み，北陸電工の自
己責任のもと自主的な経営判断による自律的な運営に委ねることを原則としております。

(2)上場関連会社を有する意義

　当社は，現在東京証券取引所プライム市場に上場している北陸電工を，2015年3月から子会社としておりましたが，北陸電工が株式報酬制度の
導入において自己株式を処分したことに伴い，2025年8月より当社の関連会社となりました。当社と北陸電工は，従前より資本関係及び事実上の
取引を通じて関係性を築いておりましたが，当社グループが引き続き電力の安定供給という社会的使命を果たし，お客さまから選択される企業で
あり続けるためには，お客さまのエネルギーに関する多様なニーズにお応えする総合エネルギー事業の展開を強化していく必要があることから，
当社と北陸電工との間で，より強固な資本関係を構築して経営戦略を共有化し，経営資源の相互活用を推進していくことが当社グループの持続
的な成長・進化の観点から極めて有効であると判断し，2015年に子会社化に至っております。

　なお，2015年の当社取締役会において，子会社化後においても，北陸電工の経営体制を維持するとともに上場を維持していくことを決議していま
す。

　北陸電工を上場会社として維持することは，同社自身の知名度や信用力の向上，優秀な人材の確保，上場会社としての役職員のモチベーショ
ンの維持や向上にも資するとともに，上場会社として独立した経営体制のもとで北陸域外での売上拡大等を含めた機動的な事業運営を行うことに
より，事業の強化と成長を加速する機会を確保するとともに，株式上場により，資本市場のなかでステークホルダーと直接対話することを通じて上
場企業として成長することで，結果として当社グループの企業価値向上に繋がると判断しております。

　以上の考え，方針については，北陸電工の子会社化以降，関連会社となった現在においても変更はございません。

(3)上場関連会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策

　北陸電工の役員選解任については，北陸電工の取締役会の判断を十分に尊重し，株主としての当社利益に合致することを確認のうえ議決権行
使を行っております。

　また，北陸電工のガバナンス体制の構築及び運用については，北陸電工が独立社外役員の選任等を通じて主体的に対応しており，当社は，北
陸電工の独立性を尊重する方針とし，北陸電工は，当社と北陸電工の一般株主との間に利益相反リスクがあることを踏まえ，独立社外取締役の
選任により，少数株主の保護に努めております。

　なお，北陸電工は，独立社外役員の選任にあたって，2024年10月より「指名・報酬に関する意見交換会」を設置し，独立性・多様性やスキルの観
点を含め，独立社外役員の候補者を選任しております。当該機関は，３名以上の取締役で構成され，その過半数は独立社外取締役となっており
ます。

　また，当社は，北陸電工が上場会社であることに鑑み，北陸電工の自己責任のもと自主的な経営判断による自律的な運営を尊重する旨の契約
を締結しております。

　さらに，北陸電工では，当社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為については，独立社外取締役及び独立社外監査役の全員で構成
された特別委員会において審議することとしております。また，当社と北陸電工との取引は，市場価格を基準とした公正な価格により取引してお
り，少数株主に不利益を与えることがないように対応しております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

安宅　建樹 他の会社の出身者 ○

庵 　　栄伸 他の会社の出身者 ○ ○

山下　裕子 学者

八木誠一郎 他の会社の出身者 ○ ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

安宅　建樹 ○

　金沢商工会議所会頭であり，2020年６月
まで株式会社北國銀行代表取締役頭取
でありました。当社は，金沢商工会議所に
加入しており，会費を支払っております。
また，当社と株式会社北國銀行の間には
資金借入の通常の取引がありますが，当
社の有利子負債残高に占める借入残高
シェアは約２％であり，当社経営への影響
はないと考えております。

　株式会社北國銀行代表取締役頭取を経験さ
れるなど，経営に関する幅広い知識・経験を有
しており，また，人格・識見共に優れていること
から，その豊富な経験や識見を活かして，客観
的な立場から監視・指導・助言いただくため。

　加えて，東京証券取引所が定める独立性基
準を満たしており，一般株主との利益相反もな
いと考えられることから，独立役員として指定い
たします。

庵 　　栄伸 ○

　富山商工会議所会頭であり，株式会社
北陸銀行代表取締役会長であります。当
社は，富山商工会議所に加入しており，
会費を支払っております。また，当社と株
式会社北陸銀行の間には資金借入の通
常の取引がありますが，当社の有利子負
債残高に占める借入残高シェアは約３%で
あり，当社経営への影響はないと考えて
おります。

　また，2023年１月から当社相談役久和
進（2021年６月に代表取締役会長を退任）
が株式会社北陸銀行の社外監査役に就
任し，客観的な立場から監査しています。

　株式会社北陸銀行代表取締役会長であり、
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ代表
取締役社長を経験されるなど，経営に関する幅
広い知識・経験を有しており，また，人格・識見
共に優れていることから，その豊富な経験や識
見を活かして，客観的な立場から監視・指導・
助言いただくため。

　加えて，東京証券取引所が定める独立性基
準を満たしており，一般株主との利益相反もな
いと考えられることから，独立役員として指定い
たします。

山下　裕子 ○ ―――

　青山学院大学経営学部マーケティング学科
教授であり，一橋大学においても長年にわたり
マーケティング分野の研究に携わられるなど，
その経歴を通じて培った専門的な知識と経験を
有しており，また，人格・識見共に優れているこ
とから，その豊富な経験や識見を活かして，客
観的な立場から監視・指導・助言をいただくた
め。

　加えて，東京証券取引所が定める独立性基
準を満たしており，一般株主との利益相反もな
いと考えられることから，独立役員として指定い
たします。

八木誠一郎 ○

　福井商工会議所会頭であり，フクビ化学
工業株式会社代表取締役会長ＣＥＯであ
ります。当社は，福井商工会議所に加入
しており，会費を支払っております。また当
社は福井商工会議所または福井商工会
議所の完全子会社である株式会社福井ア
リーナに対し，福井アリーナの建設に向
け，寄付を予定しております。

　フクビ化学工業株式会社代表取締役会長ＣＥ
Ｏであり，経営に関する幅広い知識・経験を有
しており，また，人格・識見共に優れていること
から，その豊富な経験や識見を活かして，客観
的立場から監視・指導・助言いただくため。

　加えて，東京証券取引所が定める独立性基
準を満たしており，一般株主との利益相反もな
いと考えられることから，独立役員として指定い
たします。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 6 0 2 4 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 6 0 2 4 0 0
社内取
締役

補足説明

　

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役と会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は，定期的に会合を持ち，監査計画についての意見交換や監査結果の報告等を行うこ
とにより，相互の監査活動が効果的に行われるよう努めております。

　監査役と内部監査部門である「考査室」及び「原子力監査・安全推進室」は，定期的に会合を持ち，監査計画についての意見交換や監査結果の
報告等を行うことにより，相互の監査活動が効果的に行われるよう努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

秋庭　悦子 他の会社の出身者

林　正博 他の会社の出身者 ○

中村　明子 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役



d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

秋庭　悦子 ○ ―――

　社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサ
ルタント協会理事や内閣府原子力委員会委員
を務めるなど，その経歴を通じて培った専門的
な知識と幅広い経験を有しており，また，人格・
識見共に優れていることから，消費生活やエネ
ルギー・環境に関する専門家としての豊富な経
験や識見を活かして，客観的な立場から監視・
指導・助言いただくため。

　加えて，東京証券取引所が定める独立性基
準を満たしており，一般株主との利益相反もな
いと考えられることから，独立役員として指定い
たします。

林　正博 ○

　株式会社福井銀行取締役会長兼代表
執行役であります。当社と株式会社福井
銀行の間には資金借入の通常の取引が
ありますが，当社の有利子負債残高に占
める借入残高シェアは約１%であり，当社
経営への影響はないと考えております。

　株式会社福井銀行取締役会長兼代表執行役
であり，経営に関する幅広い知識・経験を有し
ており，また，人格・識見共に優れていることか
ら，その企業経営者としての豊富な経験や識
見を活かして，客観的な立場から監視・指導・
助言いただくため。

　加えて，東京証券取引所が定める独立性基
準を満たしており，一般株主との利益相反もな
いと考えられることから，独立役員として指定い
たします。

中村　明子 ○ ―――

　弁護士としての専門的な知識と経験を有して
おり，また，人格・識見共に優れていることか
ら，その法律の専門家としての豊富な経験や
識見を活かして，客観的な立場から監視・指
導・助言いただくため。

　加えて，東京証券取引所が定める独立性基
準を満たしており，一般株主との利益相反もな
いと考えられることから，独立役員として指定い
たします。

【独立役員関係】

独立役員の人数 7 名

その他独立役員に関する事項

　当社は，独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

　当社と山下裕子氏を除く各独立役員との間には，消費者として通常の電力取引があります。

　当社と山下裕子氏，秋庭悦子氏を除く各独立役員の出身元の会社等との間には，事業者として通常の電力取引があります。

　当社は，社外取締役及び社外監査役の独立性について，以下に該当する場合に独立性があると判断しております。

　　・東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしていること

　　・豊富な経験や識見に基づき，当社経営に関し客観的立場から監視・指導・助言いただける方であること



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　　本報告書の「Ⅰ１．基本的な考え方－【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】－【原則３－１】情報開示の充実－（３）役員報酬
の決定方針・手続き」に記載しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2025年度の取締役及び監査役に対する報酬額は以下のとおりです。

役員区分 　　　　　|　報酬等の総額（百万円）　 | 　 　　報酬等の種類別の総額（百万円） 　　　　　 　　　　　 | 　　対象となる

　　　　　　 　　 　　 |　 　 　　　　　　　　　　　　　　 |　基本報酬　　　　業績連動報酬 　　　賞与 　　株式報酬　 | 　役員の員数（人）

取締役　　　　　　　| 　　　　 250 　　　　　　　　　 | 　　　　201 　　　　　　　　　26 　　　　　　- 　　　　　　 21　　　|　　　　　11

(うち社外取締役) | 　　　　 (28) 　　　 　　　　　　|　　　　(28) 　　　　　　　　　 (-) 　　　　　(-) 　　　　　　(-)　　　|　　　　 (６)

監査役　 　　　 　　| 　　　 　48 　　　 　　　　　　 |　　　　 　48 　　　 　　　　 　　- 　　　　　　- 　　　　　　　- 　　　|　　　 　５

(うち社外監査役) |　 　　　　 (19) 　　　 　　　　　|　　　　(19) 　　　　　　　 　　(-) 　　　　　(-) 　　　　　　(-) 　 　|　　　　 (３)

（注）１．上記には，第101回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含めております。

　　　２．当年度（2025年度）に係る役員賞与については，支給しておりません。

　　　３．業績連動報酬の算定にあたっては，連結経常利益の実績および各取締役（社外取締役を除く）の個人業績を勘案し決定しております。　　

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　本報告書の「Ⅰ１．基本的な考え方－【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】－【原則３－１】情報開示の充実－（３）役員報酬の
決定方針・手続き」に記載しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

・社外監査役を含めた監査役の職務執行を補佐するため監査役室を設置し，専任スタッフを配置しております。

・社外役員に対しては，取締役会の議案について，適宜，事前説明を行っております。

・経営陣との連絡・調整や各種情報伝達については，社外取締役へは社長室秘書チームをはじめ社内関係部署から，

　社外監査役へは監査役室から随時行っております。



【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

新木　富士雄 名誉顧問 社会貢献活動等 非常勤，報酬無 2010/3/31 定めなし

久和　進 相談役
・社会貢献活動等

・現経営層の諮問に対する助言
常勤，報酬有 2021/6/25 1年

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 2 名

その他の事項

・相談役は，会長・社長経験者の中から取締役会において選任し，社長から委嘱しております。現在，相談役１名が在任して

　おります。

・相談役の任期は１年で，再任できますが年齢の限度を設けております。

・相談役を退任後，公職等の状況に応じて必要な場合に，名誉顧問の称号を授与しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

・取締役会は，社外取締役４名を含む取締役８名（男性７名，女性１名）で構成されており，原則月1回，また必要に応じて開催し，法令及び定款

　に定められた事項，経営上重要な事項等（株主総会付議事項，予算及び決算，重要な事業計画等）について意思決定を行うとともに，取締

　役から職務執行の状況について報告を受け，取締役の職務執行を監督しております。他社での経営経験者を含む独立社外取締役を半数以上

　確保し，取締役会に客観的な立場からの指導・助言を反映することで，企業価値向上に努めております。

・取締役会への付議事項を含む経営の重要事項については，原則として週１回開催する常務会その他の会議体において適宜審議する等，

　効率的な業務運営に努めております。

・業務執行に当たり，経営判断の参考とするため，複数の弁護士と顧問契約を締結しております。

・なお，経営環境の変化に，より迅速に対応できる経営体制を構築するため，取締役の任期を1年としており，これにより株主からの経営監視の

　強化が図られております。

・2025年度における取締役会の個々の役員の出席状況は以下のとおりです。

　　　　　　　　役職名　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　開催回数　　出席回数　出席率（％）

代表取締役会長　　　　　　　　　　　　 　 金井　　 豊　　　　12　　　　　　　12　　　　　　100

代表取締役社長　社長執行役員　　　　松田　光司　　　　12　　　　　　　12　　　　　　100

代表取締役副社長　副社長執行役員　塩谷　誓勝※　　　3　　　　　　　　3　　　　　　100

代表取締役副社長　副社長執行役員　平田　　 亙　　　　12　　　　　　　12　　　　　　100

取締役　常務執行役員　　　　　　　　　　小田　満広※　　　9　　　　　　　　9　　　　　　100

取締役（社外）　　　　　　　　　　　　　　　 川田　達男※　　　3　　　　　　　　3　　　　　　100

取締役（社外）　　　　　　　　　　　　　　　 安宅　建樹　　　　12　　　　　　　11　　　　　　 92

取締役（社外）　　　　　　　　　　　　　　　 宇野　晶子※　　　3　　　　　　　　3　　　　　　100

取締役（社外）　　　　　　　　　　　　　　　 庵　　 栄伸　　　　12　　　　　　　12　　　　　　100

取締役（社外）　　　　　　　　　　　　　　　 山下　裕子　　　　12　　　　　　　12　　　　　　100

取締役（社外）　　　　　　　　　　　　　　　 八木 誠一郎※　　9　　　　　　　　9　　　　　　100

常勤監査役　　　　　　　　　　　　　　　　　広瀬　恵一　　　　12　　　　　　　12　　　　　　100

常勤監査役　　　　　　　　　　　　　　　　　村杉　真哉　　　　12　　　　　　　12　　　　　　100

監査役（社外）　　　　　　　　　　　　　　　 秋庭　悦子　　　　12　　　　　　　12　　　　　　100

監査役（社外）　　　　　　　　　　　　　　　 林　　 正博　　　　12　　　　　　　12　　　　　　100

監査役（社外）　　　　　　　　　　　　　　　 中村　明子　　　　12　　　　　　　12　　　　　　100

※代表取締役副社長 副社長執行役員の塩谷誓勝、取締役の川田達男，宇野晶子は，2025年６月26日に取締役を退任しており，

　出席対象となる取締役会の回数は３回であります。また、取締役の小田満広，八木誠一郎は，2025年６月26日に取締役に就任

　しており，出席対象となる取締役会の回数は９回であります。

・指名・報酬委員会は，３名以上の社外取締役および代表取締役会長，代表取締役社長で構成されており，必要に応じて開催しております。

・2025年度における指名・報酬委員会の個々の役員の出席状況は以下のとおりです。

　　　　　　　　役職名　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　開催回数　　出席回数　　出席率（％）

代表取締役会長　　　　　　　　　　　　　　　　金井　　 豊　　　　　2　　　　　　　2　　　　　　　100

代表取締役社長　社長執行役員　　　　　　松田　光司　　　　　2　　　　　　　2　　　　　　　100

取締役（社外）　　　　　　　　　　　　　　　　　 安宅　建樹　　　　　2　　　　　　　2　　　　　　　100



取締役（社外）　　　　　　　　　　　　　　　　　 庵　　　栄伸　　　　 2　　　　　　　2　　　　　　　100

取締役（社外）　　　　　　　　　　　　　　　　　 山下　裕子　　　　　2　　　　　　　2　　　　　　　100

取締役（社外）　　　　　　　　　　　　　　　　　 八木 誠一郎　　　　2　　　　　　　2　　　　　　　100

・監査役会は監査役５名（男性３名，女性２名，社外監査役３名並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有する常勤監査役１名を

　含む)の体制としております。

　なお，監査役の業務を支援するため「監査役室」を設置し，専任スタッフ８名を配置しております。

・監査役会は，定期に開催し，監査に関する重要な事項について報告を受け，協議・決議を行っております。

　ただし，必要あるときは随時開催することとしております。

・2025年度における監査役会の個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。

　 役職名　　　　　　 氏名　　　開催回数　　出席回数　　出席率（％）

常勤監査役　　　広瀬　恵一　　　　11　　　　　　11　　　　　　100

常勤監査役　　　村杉　真哉　　　　11　　　　　　11　　　　　　100

監査役（社外） 　秋庭　悦子　　　　11　　　　　　11　　　　　　100

監査役（社外） 　林　　 正博　　　　11　　　　　　11　　　　　　100

監査役（社外） 　中村　明子　　　　11　　　　　　11　　　　　　100

・監査役及び監査役会は，当社グループの健全で持続的な成長及び社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に貢献するため，会計監

　査人，内部監査部門及び関係会社監査役との連係のもと，経営活動全般にわたる業務執行の適法性及び妥当性について監査を行っておりま

　す。なお，「監査上の主要な検討事項」について，会計監査人と協議を行っております。

　加えて，「北陸電力グループ新中期経営計画【2025年度アクションプラン】」達成に向けた諸課題等，重要な経営課題における意思決定及び

　リスク管理状況の監査を行っております。

　これらの監査にあたっては，取締役等から報告を受けて意見交換を行うとともに，取締役会や常務会等の重要な会議への出席による審

　議内容の聴取，決裁書等の重要書類の閲覧，関係箇所からの聴取等による方法を用いております。

・内部監査の状況については，業務執行から独立している品質管理・原子力安全推進部に「考査室」及び「原子力監査・安全推進室」を設置し，

　そこに各業務執行部門での経験及び専門性を有する19名を配置しており，業務の適合性・有効性を確保するための内部監査を，当社を

　取り巻く諸状況の変化を踏まえた年度計画を策定の上実施しております。

　また，内部監査部門は，内部監査の結果を常務会及び取締役会並びに監査役及び監査役会に対して報告するとともに，監査役及び会計監査

　人と定期的に意見交換を行うことにより互いに連携して内部監査の実効性を確保しております。

・会計監査は，EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任し実施しており，当社の2025年度に係る会計監査業務を執行した公認会計士

　は，佐藤森夫氏，仲下寛司氏及び大槻昌寛氏の３名であり，会計監査業務に係る補助者は，公認会計士11名，会計士試験合格者等8名，

　その他20名であります。

　また，同監査法人との継続監査期間は58年間であります。

　なお，取締役は会計監査人と定期的に会合を持ち，意見交換を実施しております。

・当社は，会社法第427条第１項の規定により，社外取締役及び社外監査役との間で，同法第423条第１項に関する取締役及び監査役の

　責任を法令に定める限度額に限定する契約を締結しております。

・また，当社は，会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し，被保険者が負担することになる

　第三者訴訟，株主代表訴訟および会社訴訟において発生する争訟費用および損害賠償金を填補することとしております。当社は，上記の

　保険契約において，犯罪行為に起因する損害等を填補対象外とし，また，一定額に至らない損害を填補の対象としない免責額を定める等，

　被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。保険料については，当社が全額負担しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は，取締役会，監査役制度を企業統治の体制の基本にしております。

　当社は，外部の視点から経営に対する監督機能を強化するため，社外取締役を４名選任しております。社外取締役からは，当社の経営判断・意
思決定の過程で，多様な視点から監視・指導・助言をいただいております。

　また，３名の社外監査役から監査を通じて客観的・多角的な視点から監視・指導・助言をいただいており，これを真摯に受け止めたうえで適切に
対応しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
法定期限前に招集通知を発送し，早期に株主のお手元に届くよう努めております。

2026年6月25日開催の第102回定時株主総会の招集通知は，6月4日に発送いたしまし
た。

集中日を回避した株主総会の設定 第102回定時株主総会は，2026年6月25日に開催いたしました。

電磁的方法による議決権の行使 2007年6月開催の総会より，インターネットによる議決権行使を導入しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

2012年6月開催の総会より，議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
和文の招集通知の掲載と同日に，当社ホームページ，東京証券取引所TDnet及び議決権
電子行使プラットフォームに，狭義の招集通知と株主総会参考書類を英文で掲載しており
ます。

その他
招集通知の発送に先駆け，当社ホームページ及び東京証券取引所TDnetに2026年5月21
日に招集通知の内容を掲載し，議決権行使の円滑化に努めております。

株主総会議案の議決権行使結果を当社ホームページに開示しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社は，ディスクロージャー・ポリシーを作成し，当社ホームページにて公表し
ております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

例年，会社説明会を4月及び11月頃に開催し，経営方針，決算情報等を説明し
ております（2025年11月は31名，2026年4月は32名参加）。

あり

IR資料のホームページ掲載

経営方針，決算情報(決算短信，有価証券報告書，半期報告書)，会社説明会
資料，年度報告書，北陸電力グループ統合報告書（日本語版，英語版）等の
ほか，主要な経営指標等を掲載したFACT　BOOKを掲載しております。

(URL https://www.rikuden.co.jp/)

IRに関する部署（担当者）の設置
個人投資家については総務・コンプライアンス推進部株式チームが，機関投資
家については経理部財務チームが担当しております。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社は，安全を最優先した，低廉，良質，クリーンな電気の安定供給とコンプライアンス
の徹底を基本に，お客さま，従業員，地域社会，株主・投資家，取引先などステークホル
ダーからの期待・要望に適切・誠実に応えていくことを通じ，「信頼され選択される企業」を
目指し，グループ全体のＣＳＲ活動の強化に取り組んでおります。

　安全最優先意識及びコンプライアンス意識の浸透・定着，環境保全への積極的な取り組
みをベースに，電力の安定供給確保，ＩＲ活動の推進，北陸地域との共生，企業活力の向
上等，各ステークホルダーとの良好な関係の構築を図るため，CSRの理念や行動指針，具
体的な実施項目を定め，公表した上でグループ大でのＣＳＲの周知・浸透，実践に取り組
んでおります。

　また，環境に配慮した事業活動を社会的責務と考え，「環境管理計画」を定め，公表した
上で，環境先進企業として積極的な取組みを強力に推進しております。

　これらの取り組みについては，当社HPに掲載するとともに，「北陸電力グループ統合報告
書」を作成し，環境保全・ＣＳＲの取り組み内容をわかりやすく情報発信しております。



その他

＜多様性の確保についての考え方，自主的かつ測定可能な目標，確保の状況＞

　当社グループは，従業員のエンゲージメント向上や新たな価値の創造を目指し，男性・女
性，若手・ベテランなど，多様な人材を組織に受け容れて尊重し，その能力を最大限発揮
できる働きやすい職場づくりに取り組んでおります。

○女性

　女性の職域拡大や役職登用など，女性活躍の推進に取り組んできたことにより，「えるぼ
し」の３段階目の認定を2017年から継続して受けております。また，育児支援関連制度の
充実に取り組んでおり，「プラチナくるみん」の認定を2019年から継続して受けております。
（いずれも厚生労働省の認定）

　女性の役職登用については，将来的に女性社員に占める役職者の比率と男性社員に占
める役職者の比率を同程度とすることを目標としております。

　まずは，2028年度末までに，2022年度末比で「女性役職者数30％以上増加」かつ「男女
の役職比率差について半減（10ポイント程度縮小）」を目指し，女性役職者の活躍をフォ
ローする「メンタープログラム」や地元企業との異業種交流会「輝く！COSMOS project」の

実施，育児支援関連制度の充実等に精力的に取り組んでおります。

○中途採用者

　2013年度から，異業種での勤務経験や高度なスキル・資格を持つ中途採用者の採用目
標数を設定し，これまで220名以上を採用しており，様々な部門で活躍しております。中途
採用者の管理職への登用に関する定量的な目標は設定しておりませんが，新卒採用者と
同様，能力・適性に応じて役職登用を行っており，中途採用者の約３割（2026年３月時点）
が役職者として活躍しております。

○外国人

　外国人については，管理職への登用に関する定量的な目標は設定しておりませんが，国
籍を問わず能力・適性に応じた役職登用を行うこととしております。

＜多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針及び実施状況＞

○人材育成

　人材の育成を図るため，若年層，中堅層，管理職層等の各階層を対象に，従業員として
必要な知識・ビジネススキル等の習得を目的とする基本教育や，業務遂行にあたり部門ご
とに必要な知識・技能等の習得を目的とする職能教育を実施し，従業員の能力伸長を図っ
ております。

　それらの教育や社長メッセージの発信，ｅラーニング等の実施を通じ，女性活躍をはじめ
とするDEIの推進および人権啓発に向けて，全社的な理解促進・行動変容や，女性のキャ
リア意識醸成・能力伸長を図っております。

　

○働きやすい職場づくり

　コアタイムを設定しないフレックスタイム勤務・時間短縮勤務・在宅勤務・勤務間インター
バル（11時間以上）・時間単位休暇などの柔軟な勤務制度に加え，育児・介護・慶弔・社会
貢献など各従業員のライフイベントに対応した特別休暇や休職制度を設けており，従業員
のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組みを推進しております。

　特に，育児休業については，産後パパ育休期間の一部を有給化するなど，男性も育児休
業を取得しやすい制度を設けており，また，社長メッセージの発信や男性の育児休業に関
するセミナーの開催等により，男性の育児休業の取得促進にも取り組んでおります。こうし
た取組みの結果，2023年度以降，男性も育児休業取得率100％を継続しております。

　また，職場全体のエンゲージメント向上を図るため，「DE&I推進リーダー」を設置し、仕事
と育児・介護の両立支援やハラスメント防止等に係る職場の相談役を担っております。

○健康経営の推進

　当社は，従業員が心身ともに健康でいきいきと働くことができるよう「安全と健康はすべて
に優先する」という基本的な考え方のもと，健康経営を推進しております。

　心身の健康増進については，「北陸電力グループ健康憲章」に基づき，健康増進に積極
的に取り組む企業風土の醸成を図るとともに，メンタルヘルスや生活習慣病対策などの健
康増進施策，敷地内全面禁煙かつ就業時間中禁煙等に取り組んでおります。

　こうした取組みの結果，「健康経営優良法人　ホワイト500」に４年連続で選定されており
ます。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　　当社は，以下のとおり，業務の適正を確保するための体制を整備・運用するとともに，適宜改善に努めていくことを

取締役会で決議しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「業務の適正を確保するための体制の整備」

　当社は，安全最優先の徹底と法令等や企業倫理遵守のもと，効率的かつ公正・透明な事業活動を展開するため，

業務の適正を確保するための体制の維持・改善に努めていく。

　当社は，「隠さない風土」のもとで，この取組みを通じ業務品質の向上に努めるとともに，事業環境の変化に適応しつつ，

引き続きお客さまをはじめ皆さまから「信頼され選択される北陸電力グループ」を目指していく。

（１）取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　 ・取締役は，企業活動における法令等の遵守を明示した「行動規範」を定め，これを率先して実践するとともに，

　　従業員がこれを遵守するよう適切に指導・監督を行う。

　 ・取締役会は，原則として月１回，また必要に応じて開催し，法令及び定款に従い重要な業務執行に関する

　　意思決定を行うとともに，取締役から職務執行の状況について報告を受け，取締役の職務執行を監督する。

　　また，社外取締役を交え，多様な視点を踏まえた意思決定及び監督を行う。

（２）取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　 ・取締役は，取締役会議事録をはじめ，決裁文書等，取締役の職務執行に関する情報について，保存期間等

　　の管理方法及び情報セキュリティ対策を明示した社内規則を定め，適切に管理する。

(３)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　 ・取締役は，自然災害，原子力災害その他当社の財産，社会的信頼等に重大な影響を与える事象に対し，

　　これに迅速かつ的確に対応するため，「非常災害対策規程」「志賀原子力発電所原子力事業者防災業務計画

　　 (規程)」「危機管理規程」等の社内規則にその対応手順や体制等を定める。また，各部所は，取締役の指揮の

　　もと，定期的に訓練・教育等を実施し，事象発生時の迅速な復旧，被害拡大防止等の対応に備える。

　 ・取締役は，不確実性に伴う経営リスクについて，適宜把握・評価のうえ，取締役会にて毎年度策定する経営計画

　　等の諸計画に反映するとともに，必要に応じて，組織の整備や全社横断的な委員会等を設置し，適切に対応する。

(４)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

　 ・取締役会への付議事項を含む重要事項については，原則として週１回開催する常務会及びその他の会議体に

　　おいて適宜審議する等，効率的な業務運営に努める。

　 ・取締役は，指揮命令系統及び各職位の責任・権限並びに業務手続きを社内規則において明確化するとともに，

　　情報システムの活用により，迅速かつ適切な意思決定及び効率的な職務執行を図る。

(５)従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　 ・社長を委員長とし，社外有識者を委員に含む「コンプライアンス推進委員会」を中心として，「行動規範」の周知徹底

　　を図る等，コンプライアンスの全社的活動を推進するとともに，コンプライアンス上の問題を社内外から受け付ける

　　企業倫理情報窓口（ホイッスル北電）の適切な運用を図る。また，反社会的勢力からの不当な介入や要求に対して

　　は，全社をあげて毅然として対応する。

　 ・取締役は，設備の保安活動にあたり，法令等の遵守が確実に行われるための体制・仕組みを社内規則に定め，

　　適切な運用を図る。

　 ・取締役は，財務報告の信頼性を確保するための体制・仕組みを社内規則に定め，適切な運用を図る。

　 ・取締役は，社内規則の制定及び契約書の締結にあたり，法務部門が法令等との整合を審査する仕組みを社内規則

　　に定め，適切な運用を図る。

　 ・内部監査部門は，法令等の遵守状況，その他従業員の職務執行の状況を把握し，その改善を図るため，定期的

　　又は必要に応じて監査を実施し，その結果を常務会等に報告する。取締役は，監査結果を踏まえ，適切な対応を

　　図る。

(６)北陸電力グループにおける業務の適正を確保するための体制

　 ・取締役は，北陸電力グループとして目指すべき基本的方向性及び経営目標を「グループ経営方針」として示し，

　　グループ各社は，その達成を目指し取り組む。

　 ・取締役は，「グループ会社運営規程」を定め，グループ各社の経営上の重要事項について，事前協議を受ける

　　体制を整備するほか，グループ経営協議会等を通じ，相互の緊密な連携を図る。

　 ・北陸電力グループ各社は，当社に準じて，法令遵守をはじめとする業務の適正を確保する体制・仕組みを整備し，

　　適切な運用を図る。

(７)監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　 ・監査役の職務を補助する専任組織として監査役室を置き，必要な人員を配置するとともに，その人事異動に

　　ついては監査役と事前協議を行う。

　 ・取締役及び従業員は，会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した時は，直ちに監査役会又は

　　監査役に報告する。また，取締役及び従業員は，職務執行の状況等について，監査役が報告を求めた場合は，

　　これに応じる。

　・取締役は，前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないよう，適切に

　　対応する。

　 ・取締役は，監査役の常務会等の重要会議への出席及び決裁文書の閲覧のほか，適切な予算の配分等，

　　監査役が必要に応じ調査できる環境を整備する。

　 ・取締役は，監査役との定期的な意見交換を通じて相互認識を深めるとともに，内部監査部門は，監査役及び



　　そのスタッフと緊密に連携し，監査役監査が効果的に行われるよう努める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(8) その他（附則）

　 ・非取締役の常務執行役員は，本決議文中の「取締役」に準ずる者として，業務の適正を確保するための体制

　　整備に努める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は，反社会的勢力からの不当な介入や要求に対しては，全社をあげて毅然とした態度で対応することを取締役会で決議しております。

　企業活動における法令等の遵守を定めた「行動規範」を通じ従業員にコンプライアンスの徹底を図るとともに，外部の専門機関等との連携を実
施する等，反社会的勢力排除に向けた取り組みを行っております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

－

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

－



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

当社は，証券取引所から求められている情報の適時開示を的確に実施するため，以下のとおり社内規程「インサイダ

ー取引防止および会社情報の開示規程」により重要事実の管理および開示に係る体制を定め，適切な運用に努めてお

ります。 

 

○重要事実に係る業務を所管する本店各部門の長，支店長，東京支社長または原子力発電所長を，当該情報に 

 係る「情報管理責任者」としております。また，当社の子会社に係る重要事実についての「情報管理責任者」は，

経営企画部グループ経営戦略室長としております。ただし，当社子会社の北陸電力送配電株式会社については，本

店各部門の長または支社長を，当該情報に係る「情報管理責任者」としております。 

○当社の重要事実の適時開示に関する「情報取扱責任者」は，経理部長としております。 

○「情報管理責任者」は，当社の重要事実または重要事実に該当する可能性のある情報を得たときは，「情報取 

扱責任者」に当該情報の内容を速やかに連絡することとしております。 

○重要事実の公表は，「情報取扱責任者」が証券取引所の「有価証券上場規程」に従い適切に判断し，速やかに 

行うこととしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要事実および適時開示対象情報に関する社内体制フロー図 

取 締 役 会 

常 務 会

トップ
マネジメント

経理部長 
（情報取扱責任者） 

子会社情報 当社情報 

証券取引所 

北陸電力グループ

・付議 
・報告 ・報告 

 

 当社のインサイダー情報・適時

 開示対象情報（該当する可能性
 のある情報を含む）の連絡

報道機関 

総務・コンプライアンス
推進部長 

公表時期の協議 

東京支社長，原子力発電所長 

 

(情報管理責任者）   

・付議 

本店主管部長，支店長， 

連絡 
当社株式売買 

社員等の 
照会 

解明 

※北陸電力送配電株式会社については，本店各部門の長または支社長 

（株式売買等取扱責任者）

経営企画部 

グループ経営戦略室長※ 

(子会社情報管理責任者) 


